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令和8年度

豊 中 市 A I 促 進 補 助 金

豊中市と豊中商工会議所が連携して行っているAIコンシェルジュ派遣事業
を通じて、AIコンシェルジュからAI活用の推進による業務効率化、販路拡大等を提案された
中小企業者等を対象に、必要な費用を一部補助します。

 ①クラウド上で提供されるAIサービスを導入し、業務効率化や顧客対応の
 改善を図りたい
 ②顧客からの問い合わせ対応に人手と時間がかかり、迅速な対応が難しい
 ③自社の業務に合った市販のAIツールがない

このようなお悩みありませんか？

 ①生成AIツール(例：ChatGPT Plus, Copilot Proなど)を活用し、営業資料・企画書の作成、
 アイデア出しなどの事務作業の効率化を実現
 ②Webサイトに簡易AIチャットボットを導入し、よくある質問（FAQ）への自動応答システ
 ムを構築することで24時間対応が可能となり、顧客満足度向上を実現
 ③自社の業務に合ったAIシステムを開発し、業務の課題解決へ

補助金活用事例

申込期限 令和９年１月２９日（金）まで
※期間中にAIコンシェルジュ派遣事業を利用した方が対象です

そのお悩み、解決できるかもしれません。
「何から始めたらいいかわからない」でも大丈夫です。
まずはAIコンシェルジュに相談してみませんか？申込みの流れは裏面をご覧ください

最大

10万円

市HP

内容

対象者 AIコンシェルジュからAI導入・活用による業務効率化や販路拡大を
提案された市内中小企業者等
※AIコンシェルジュ派遣事業は令和8年4月から実施します。そのため、
令和8年2月から3月は、ITコンシェルジュ派遣事業をご利用ください。

補助率 ２分の１

補助上限 １０万円
※1事業者につき累計10万円に達するまで複数回お申込み可能です。

対象経費 AI関連のソフトウェア・クラウドサービス利用料（最大1年間分）
システム等の導入に伴う外注費・委託費、謝金・サポート費、
システム・機器購入費



補助金
手続きフロー

STEP１ AIコンシェルジュに相談

STEP２ 見積書取得

STEP３ 市に申込書及び必要書類の提出

STEP4 事業実施

STEP5 実績報告

・申込書類の審査後、交付決定通知又は不交付決定通知を送付します。

・交付決定となった場合は、申込時の事業計画に基づき事業を実施してください。

・豊中商工会議所へAIコンシェルジュ派遣の申込みを行い、AI関連のクラウド型シ

ステム・ソフトウェアの導入などの提案されたものが補助対象となります。

・予算の状況や手続き等について、ご不明な点があれば、当課へご確認ください。

・事業完了後、実績報告書類を提出してください。実績報告に必要な書類は市ホーム

ページに掲載の「AI促進補助金交付の流れについて（手引き）」をご確認ください。

・申込様式については市ホームページに掲載しております。

・申込書類等については、『AI促進補助金募集要領』をご確認ください。

・補助対象経費の内容について、ご不明な点があれば、当課へご確認ください。

豊中商工会議所
AIコンシェルジュについて

詳しくはこちら

・補助金対象経費の内訳がわかる見積書を取得してください。

補助金交付決定となった場合は、原則、申込み時に見積りを取得した業者に発注

していただきます。

・補助対象経費に消費税は含みませんのでご注意ください。

STEP６ 補助金請求

・実績報告書類の審査後に当課から送付する請求書を提出していただき、補助金交付と

なります。
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